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　2019. 第 69 号 2

委員会報告

  

平
成
31
年
度
の
一
般
会
計
当
初
予
算
は
…

　

当
初
予
算
に
お
け
る
予
算
総
額
は　

２
７
９
億
５
０
０
０
万
円

　

前
年
度
と
比
較
し
て　

15
億
８
８
０
０
万
円
の
減

  

主
な
歳
出

●
幼
児
教
育
完
全
無
償
化
を
実
現

　

本
年
10
月
か
ら
の
国
の
幼
児
教
育
無

償
化
に
合
わ
せ
て
、
国
の
無
償
化
の
対

象
に
な
ら
な
い
乳
幼
児
（
０
歳
～
２
歳
）

の
保
育
料
も
市
の
単
独
事
業
で
の
完
全

無
償
化
を
実
現
し
ま
す
。

●
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置

　

発
達
相
談
窓
口
と
療
育
施
設
（
カ
ン
ガ

ル
ー
教
室
）
で
構
成
す
る
「
高
島
市
児
童

発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
新
た
に
整
備
し
、

児
童
の
発
達
支
援
に
関
す
る
総
合
的
な
地

域
支
援
体
制
の
構
築
を
図
り
ま
す
。

●
教
育
用
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
の
整
備

　

新
学
習
指
導
要
領
に
対
応
で
き
る

Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
の
充
実
に
向
け
、
教
育
用

タ
ブ
レ
ッ
ト
型
端
末
を
小
中
学
校
全
校

に
整
備
し
ま
す
。

●
新
た
な
ご
み
処
理
施
設
の
整
備

　

後
継
ご
み
処
理
施
設
の
整
備
に
向
け

て
、
処
理
方
式
等
を
決
定
す
る
「
施
設
整

備
基
本
計
画
」
の
策
定
や
施
設
の
稼
働

に
よ
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
を
検
証
す
る

「
生
活
環
境
影
響
調
査
」
を
行
い
ま
す
。

 

 

平
成
30
年
度
・
31
年
度
の
補
正
予
算
は
…

●
平
成
30
年
度
の
補
正
予
算

　

各
事
業
費
の
精
算
見
込
み
に
よ
る
精

査
の
ほ
か
、
新
旭
南
小
学
校
大
規
模
改

造
工
事
費
な
ど
を
計
上

●
平
成
31
年
度
の
補
正
予
算

　

消
費
税
10
％
へ
の
引
き
上
げ
に
伴
う

消
費
に
与
え
る
影
響
の
緩
和
を
目
的

に
、国
の
施
策
と
し
て
実
施
さ
れ
る
「
プ

レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
」
に
か
か
る
事

業
費
を
計
上

採
決
の
結
果　

予
算
常
任
委
員
会
が
付

託
を
受
け
た
17
議
案
は
、い
ず
れ
も
「
可

決
す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

予　算
常任委員会
委員長　万木　豊

可決
すべき

本会議での討論
議
第
14
号　

平
成
31
年
度
高
島
市
一
般

会
計
予
算
案

　
　
　反
対
　
　
　
　

福
井　

節
子

　

保
育
士
を
確
保
で
き
ず
待
機
児
童
増
・
後
期

高
齢
者
保
険
料
負
担
増
、
就
学
援
助
の
拡
充
・

医
療
的
ケ
ア
の
必
要
な
子
の
通
学
保
障
な
ど
、

市
民
の
願
い
に
応
え
ず
。
斎
場
の
民
営
化
・
琵

琶
湖
周
航
の
歌
資
料
館
・
３
コ
ミ
セ
ン
統
廃
合

な
ど
、
市
主
導
の
行
革
推
進
の
予
算
。

　
　
　賛
成
　
　
　
　

河
越　

安
実
治

　

人
口
減
少
時
代
の
中
で
、
第
２
次
総
合
計
画

や
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
な
ど

の
主
要
な
計
画
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
、
限

ら
れ
た
財
源
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
配
分
さ

れ
て
お
り
、
住
み
た
い
、
住
み
続
け
た
い
高
島

市
の
実
現
に
重
点
を
置
い
た
予
算
で
あ
る
た
め

賛
成
。

議
第
15
号　

平
成
31
年
度
高
島
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
案

　
　
　反
対
　
　
　
　

森
脇　
　

徹

　

昨
年
度
決
算
は
、
１
億
１
千
万
円
の
黒
字
の
一

方
で
滞
納
者
が
９
８
６
世
帯
と
減
っ
て
い
な
い
。

国
保
税
引
き
下
げ
が
必
要
な
新
年
度
だ
が
同
率
税

だ
。
収
入
の
な
い
子
ど
も
均
等
割
税
の
軽
減
策
で
、

国
は
県
に
１
億
８
千
万
円
交
付
し
た
が
、
市
は
均

等
割
税
を
減
免
し
て
い
な
い
た
め
反
対
。

　
　
　賛
成
　
　
　
　
　

髙
木　

広
和

　

都
道
府
県
が
国
保
事
業
の
財
政
運
営
責
任
主

体
と
な
り
2
年
目
を
迎
え
、
市
民
の
皆
様
か
ら

頂
く
保
険
税
は
減
少
し
て
い
る
が
、
県
の
支
出

金
の
増
加
に
よ
り
市
の
一
般
会
計
負
担
は
抑
え

ら
れ
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
が
図
ら
れ
た
予
算
で
適

切
な
運
営
の
た
め
賛
成
。

議
第
19
号　

平
成
31
年
度
高
島
市
水
道

事
業
会
計
予
算
案

　
　
　反
対
　
　
　
　
　

森
脇　
　

徹

　
「
消
費
税
10
％
増
税
を
10
月
か
ら
実
施
」
を

前
提
と
し
た
予
算
案
。
市
民
負
担
が
４
７
０
万

円
増
え
る
。
消
費
税
８
％
に
増
税
に
な
っ
た
５

年
前
は
、
少
量
使
用
者
の
料
金
負
担
を
軽
減
し

た
が
、
今
回
は
軽
減
策
が
な
い
。
今
後
、
同
様

の
軽
減
策
が
必
要
だ
。

　
　
　賛
成
　
　
　
　
　

梅
村　

勝
久

　

こ
の
事
業
費
は
、
第
２
次
高
島
市
水
道
事
業

基
本
計
画
に
基
づ
く
事
業
変
更
の
認
可
申
請
や
、

老
朽
化
し
た
主
要
管
路
の
耐
震
化
を
図
り
、
安

全
な
水
道
水
の
安
定
供
給
に
努
め
る
も
の
で
賛

成
。
消
費
税
率
は
国
の
専
管
事
項
で
こ
の
運
用

は
国
に
従
う
べ
き
も
の
。

議
第
25
号　

平
成
30
年
度
高
島
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
10
号
）
案

　
　
　反
対
　
　
　
　
　

福
井　

節
子

　

消
費
税
10
％
増
税
に
、
消
費
喚
起
と
下
支

え
を
目
的
に
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
を
販
売
す
る

予
算
。
５
千
円
の
商
品
券
を
買
う
に
は
、
現
金

４
千
円
が
必
要
。
お
釣
り
も
出
な
い
。
低
所
得

者
の
実
態
を
無
視
し
た
事
業
だ
。
一
番
の
経
済

対
策
は
消
費
税
増
税
を
や
め
る
こ
と
。

　
　
　賛
成
　
　
　
　
　
磯
部　

亜
希

　

主
な
項
目
に
、
新
旭
南
小
学
校
の
大
規
模

改
造
事
業
や
、
マ
キ
ノ
ピ
ッ
ク
ラ
ン
ド
周
辺
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
事
業
な
ど
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
必
要
不
可
欠
な
事
業
で
あ
り
、
有
効

な
財
源
を
確
保
さ
れ
た
上
の
も
の
で
あ
る
た
め
、

当
補
正
予
算
案
に
賛
成
す
る
。
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委員会報告
●
議
第
33
号　

訴
訟
上
の
和
解
を
す
る
こ
と

に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

平
成
29
年
に
訴
訟
提
起
が
行
わ
れ
、

現
在
控
訴
審
が
係
属
中
の
高
島
市
環
境

セ
ン
タ
ー
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
濃
度
基
準
超

過
事
案
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
控
訴
事

件
に
関
し
、
大
阪
高
等
裁
判
所
か
ら
職

権
に
よ
る
和
解
勧
告
が
示
さ
れ
、
こ
れ
に

基
づ
き
和
解
す
る
に
あ
た
り
、
議
会
の
議

決
を
求
め
る
も
の
。

問　

裁
判
所
か
ら
の
和
解
条
件
で
、
控

訴
人
は
解
決
金
と
し
て
１
０
０
万
円
の

支
払
い
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
が
、
市
と
し
て
１
０
０
万
円
に
な
っ

た
こ
と
に
対
し
て
ど
う
思
う
か
。

答　

裁
判
の
公
平
性
や
公
正
性
等
、　

総

合
的
に
考
慮
さ
れ
て
提
示
さ
れ
た
額
で

あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
妥
当
な
額

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

採
決
の
結
果　
「
可
決
す
べ
き
も
の
」
と

決
定
し
ま
し
た
。

　　

こ
の
ほ
か
、
議
第
3
号
、
議
第
5
号
、

議
第
6
号
、
議
第
7
号
、
議
第
8
号
、

議
第
9
号
の
6
議
案
は
、い
ず
れ
も
「
可

決
す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

●
議
第
11
号　

高
島
市
企
業
誘
致
条
例
案

　

本
市
に
お
い
て
、
将
来
に
わ
た
り
持
続

可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
本

制
度
の
適
用
企
業
の
指
定
要
件
お
よ
び
支

援
内
容
を
見
直
す
こ
と
に
伴
い
、
全
部
改

正
を
行
う
も
の
。

修
正
案　

梅
村
委
員
か
ら
、
本
条
例
の

目
的
に
つ
い
て
、
改
正
案
の
冒
頭
に
書

か
れ
て
い
る
「
人
口
減
少
に
歯
止
め
を

か
け
」
と
い
う
部
分
が
、
労
働
者
・
従

業
員
を
確
保
で
き
る
と
期
待
し
て
来
ら

れ
る
企
業
に
対
し
て
、
高
島
市
の
負
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

と
の
こ
と
か
ら
、
目
的
部
分
を
修
正
し

た
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。

修
正
案
に
対
す
る
意
見　

人
口
減
少
は

全
国
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
高

島
市
が
ど
う
い
う
姿
勢
を
も
っ
て
こ
の

ま
ち
を
継
続
し
て
い
こ
う
か
と
い
う
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
に

こ
の
文
言
は
必
要
で
あ
る
。

採
決
の
結
果　

修
正
案　
「
賛
成
少
数
」
で
否
決

原　

案　
「
賛
成
多
数
」
で
「
可
決
す
べ

き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
議
第
4
号
、
議
第
10
号
、

議
第
12
号
、
議
第
13
号
の
4
議
案
は
、

い
ず
れ
も
「
可
決
す
べ
き
も
の
」
と
決

定
し
ま
し
た
。

●
議
第
24
号　

指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
き
議
決
を
求
め
る
も
の

　

高
島
市
マ
キ
ノ
白
谷
温
泉
八
王
子
荘

に
か
か
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
き

議
決
を
求
め
る
も
の
。

文教福祉
常任委員会
委員長　森脇　徹

問　

指
定
管
理
者
の
候
補
者
と
さ
れ
た

株
式
会
社
B
T
I
の
業
務
内
容
や
運

営
体
制
は
ど
う
か
。
指
定
管
理
施
設
の

運
営
に
精
通
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答　

当
候
補
者
は
ホ
テ
ル
・
旅
館
の
宿
泊

の
経
営
を
主
な
業
務
と
し
た
新
設
の
法
人

で
、
関
連
会
社
に
お
い
て
宿
泊
運
営
や
飲

食
店
の
運
営
な
ど
の
経
験
・
ノ
ウ
ハ
ウ
を

お
持
ち
の
方
が
運
営
さ
れ
る
予
定
で
す
。

採
決
の
結
果　
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

総　務
常任委員会
委員長　石田　哲

可決
すべき

産業建設
常任委員会

委員長　秋永　安次

可決
すべき

可決
すべき

本会議での討論

本会議での討論

　

議
第
33
号　

訴
訟
上
の
和
解
を
す
る

こ
と
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て　
（
高
島
市
環
境
セ
ン
タ
ー
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
類
濃
度
基
準
超
過
事
案
に
係
る

損
害
賠
償
請
求
控
訴
事
件
）

　
　
　反
対
　
　
　
　

森
脇　
　

徹

　

市
は
「
業
者
１
１
５
０
万
円
と
21
名
職
員

７
１
５
万
円
合
わ
せ
１
８
６
５
万
円
が
損
害
賠
償

請
求
額
」
と
提
訴
。
業
者
１
０
０
万
円
で
和
解
、

職
員
求
償
は
そ
の
ま
ま
で
は
整
合
性
が
な
い
。
裁

判
官
か
ら
も
証
拠
書
類
が
不
十
分
と
指
摘
。
提
訴

す
べ
き
で
な
か
っ
た
事
件
の
た
め
反
対
。

　
　
　賛
成
　
　
　
　

大
槻　

ゆ
り
子

　

約
１
年
に
わ
た
る
係
争
に
今
回
、
裁
判
所
か

ら
和
解
勧
告
が
提
示
さ
れ
た
。
控
訴
人
だ
け
に

賠
償
義
務
を
課
す
こ
と
が
公
正
妥
当
な
こ
と
か
。

控
訴
人
の
支
払
い
能
力
等
を
含
め
、
紛
争
の
早

期
解
決
の
観
点
か
ら
も
和
解
す
る
こ
と
が
妥
当

だ
と
判
断
す
る
た
め
賛
成
。

議
第
11
号　

高
島
市
企
業
誘
致
条
例
案

　
　
　反
対
　
　
　
　
　
福
井　

節
子

　

指
定
要
件
な
ど
企
業
誘
致
の
根
幹
を
条
文

に
せ
ず
、
規
則
に
委
任
。
そ
の
規
則
も
提
案

時
に
示
さ
れ
ず
。

　
「
便
宜
供
与
」
の
重
要
な
内
容
を
含
む
が
、

直
前
の
３
月
議
会
に
議
案
提
出
し
４
月
施
行

で
は
、
十
分
な
審
査
が
出
来
ず
責
任
果
た
せ

な
い
た
め
反
対
。

　
　
　賛
成
　
　
　
　
　

廣
部　

真
造

　

議
会
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
適
用
業
種
の
見

直
し
を
行
う
一
方
で
、
社
会
状
況
に
合
わ
せ
、

指
定
条
件
を
緩
和
し
、
指
定
さ
れ
た
企
業
へ

の
支
援
の
拡
充
を
図
り
企
業
が
進
出
し
や
す

い
環
境
を
整
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
必
要

な
改
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意 見 書

主要農作物種子法（以下、「種子法」という。）を廃止する法案が平成 29 年

4月 14 日の参議院本会議で可決・成立し、平成 30 年 4月 1日種子法が廃止さ

れた。

これまで県行政は、同法に基づき高品質な原種・原原種の生産・供給等を

担い、本県の主要農産物である水稲、麦および大豆の安定生産や品質向上に

中心的な役割を果たすことにより、地域農業の振興に大きな貢献をしてきた。

種子法の廃止を受けて、県は関係要綱を一本化した「滋賀県水稲、麦類お

よび大豆の種子供給に係る基本要綱」を制定し、県内では同要綱に基づく種

子生産が開始されたところである。一方、国内の一部の府県においてはこれ

まで行政が担ってきた種子生産に係る業務を外部に移管する等の方針が示さ

れ、移管されれば種子の価格上昇や品質低下を招きかねない等の報道がなさ

れており、県内の生産現場においても、将来的には優良な種子が安定的に供

給されなくなるのではないかという不安が広がっている。

よって、県におかれては、今後も県行政が種子生産に中心的な役割を果たし、

これまでどおりの行政対応を継続することに必要な予算および関係部署の人

員体制を恒久的に措置する観点から、主要農作物の種子生産に係る条例を制

定されるよう強く求める。

以上の内容を可決し、地方自治法第 99 条の規定により滋賀県知事あてに意

見書を提出しました。

主要農作物の種子生産に係る県条例の
制定を求める意見書を可決
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まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費の各段階で廃
棄されている、いわゆる食品ロスの削減は、今や我が国において喫緊の課
題と言える。国内で発生する食品ロスの量は年間 646 万トン（2015 年度）
と推計されており、これは国連の世界食糧計画（WFP）が発展途上国に
食糧を援助する量の約 2倍に上る。政府は、国連の「持続可能な開発目標
（SDGs）」に沿い、家庭での食品ロスの量を 2030 年度までに半減させるこ
とを目指しているが、事業者を含め国民各層の食品ロスに対する取り組み
や意識啓発は、いまや必要不可欠である。
食品ロスを削減していくためには、国民一人一人が各々の立場において
主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物
を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくことが重要である。
また、まだ食べることが出来る食品については、廃棄することなく、貧
困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない人に提供
するなど、できるだけ食品として活用していくことが重要である。
よって国におかれては、国、地方公共団体、事業者、消費者等が一体と
なって食品ロス削減に向けての取り組みを進めるため、下記の事項につい
て真摯に取り組むことを強く求める。

記

1　国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、食品ロ
スの削減を総合的に推進するため、法律の制定を含めたより一層の取り
組みを実施すること。

2　商慣習の見直し等による食品事業者の廃棄抑制や消費者への普及・啓
発、学校等における食育・環境教育の実施など、食品ロス削減に向けて
の政策をこれまで以上に強化すること。

3　賞味期限内の未利用食品や備蓄品等を必要とする人に届けるフードバ
ンクなどの取り組みをさらに支援すること。

以上の内容を可決し、地方自治法第 99 条の規定により衆議院議長、参
議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）、
農林水産大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、環境大臣あ
てに意見書を提出しました。

意 見 書
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